
社会福祉法人千葉シニア 定款施行細則 

 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 この細則は、社会福祉法人千葉シニア（以下「法人」という。）が法令及び定款の定めに従って適

切な法人運営を行うため、法人の運営管理及び業務の細部について必要な事項を定めるものとする。 

 

第２章 評議員 

（評議員の改選時期）  

第２条 評議員の改選は、在任する評議員の任期満了前に行わなければならない。 

 

（評議員の選任候補者の提案をするときの事前確認資料） 

第３条 評議員の選任候補者の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開催前に、当該評議員

の選任候補者として予定している者から次の資料を徴さなければならない。 

（１）履歴書 

（２）就任承諾書兼誓約書 

（３）反社会的勢力排除に関する誓約書 

（４）印鑑登録証明書 

（５）必要に応じて、評議員の兼職禁止、特殊関係者に該当しないこと等を確認するための資料 

２ 在任する評議員を選任候補者として提案する場合は、前項第４号の規定は適用しない。 

 

（中途辞任） 

第４条 評議員は、やむを得ない事由により任期の途中で辞任しようとするときは、あらかじめ理事長に

書面で届け出なければならない。 

 

（評議員の解任の提案をしようとするときの手続） 

第５条 評議員選任・解任委員会に評議員の解任の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開

催前に、解任しようとする評議員に対し、その理由を示した上で、聴聞の機会を付与しなければならな

い。 

２ 当該評議員は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」と

いう。）を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 

３ 聴聞の主催者は、聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成しなければならない。 

４ 当該評議員は、前項の聴聞調書の閲覧を求めることができる。 

 

（欠員の補充） 

第６条 評議員に欠員が生じた場合又は在任する評議員が理事の人数を超えない人数となった場合は、速

やかに補充選任を行うものとする。 

 

（評議員名簿） 

第７条 理事長は、評議員の選任後速やかに評議員名簿を作成し、主たる事務所に５年間及び従たる事務

所に３年間備え置くものとする。 

 

第３章 評議員会 

（報告事項）  

第８条 評議員会へ報告すべき事項は次のとおりとする。  

（１）事業報告  



（２）監督官庁が実施した検査又は調査の結果（改善指示がある場合は、その改善状況）  

（３）その他、法令の定めに従い、理事及び監事が、評議員から報告を求められた事項  

 

（評議員会の招集）  

第９条 評議員会の招集は、理事会にて決議した次の招集事項を記載した書面により、招集日の１週間前

までに通知するものとする。 

（１）評議員会の日時及び場所 

（２）評議員会の目的である事項（議題） 

（３）議案の概要 

（４）定時評議員会の招集にあっては、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び事業報告並びに監査

報告 

２ 理事長は、前項の書面による通知に代えて、評議員の承諾を得た電磁的方法により通知を発出するこ

とができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経るこ

となく開催することができる。 

 

（評議員会の運営）  

第10条 評議員会に議長を置き、議長はその都度選任するものとする。 

２ 評議員会の決議（特別決議を除く。）は、可否同数のときは、議長がこれを決するものとする。 

３ 評議員会は、必要があるときは、職員等関係者の出席を求め、議案の内容等について説明させること

ができる。 

 

（議事録） 

第11条 評議員会の議事録には、次の事項を記載するものとする。 

（１）評議員会の日時及び場所（当該場所に存しない評議員、理事又は監事が評議員会に出席した場合に

おける当該出席の方法を含む。） 

（２）議事の経過の要領及びその結果 

（３）決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名 

（４）社会福祉法施行規則第２条の１５第３項第４号に規定する監事の意見等 

（５）出席した評議員、理事又は監事の氏名又は名称 

（６）議長の氏名 

（７）議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

２ 議長は、議事録の正確を期するため適当と認める職員に評議員会の議事の経過及び結果を記録させる

ことができる。 

３ 評議員会の決議の省略の場合の議事録には、次の事項を記載するものとする。 

（１）評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容 

（２）前号の事項の提案をした者の氏名 

（３）評議員会の決議があったものとみなされた日 

（４）議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

４ 評議員会への報告の省略の場合の議事録には、次の事項を記載するものとする。 

（１）評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容 

（２）評議員会への報告があったものとみなされた日 

（３）議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

５ 議事録は、評議員会の日から１０年間主たる事務所に備え置くものとする。また、その写しを評議員

会の日から５年間従たる事務所に備え置くものとする。 

 

第４章 役 員 

（役員の改選）  

第12条 役員の改選は、在任する理事及び監事の任期満了前に行わなければならない。  

 



（役員の選任候補者の提案をするときの事前確認資料） 

第13条 評議員会に役員の選任候補者の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開催前に、当

該役員の選任候補者として予定している者から次の資料を徴さなければならない。 

（１）履歴書 

（２）誓約書 

（３）反社会的勢力排除に関する誓約書 

（４）印鑑登録証明書 

（５）必要に応じて、役員の兼職禁止、特殊関係者に該当しないこと等を確認するための資料 

２ 在任する役員を選任候補者として提案する場合は、前項第４号の規定は適用しない。 

 

（中途辞任） 

第14条 役員は、やむを得ない事由により任期の途中で辞任しようとするときは、あらかじめ理事長に書

面で届け出なければならない。 

 

（役員の解任） 

第15条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、当該役員を解任することがで

きる。 

（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 

（役員の解任の提案をしようとするときの手続） 

第16条 評議員会に役員の解任の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開催前に、解任しよ

うとする役員に対し、その理由を示した上で、聴聞の機会を付与しなければならない。 

２ 当該役員は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」とい

う。）を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 

３ 聴聞の主催者は、聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成しなければならない。 

４ 当該役員は、前項の聴聞調書の閲覧を求めることができる。 

 

（欠員の補充） 

第17条 理事又は監事に欠員が生じた場合は、すみやかに補充選任を行うものとする。 

 

（役員名簿） 

第18条 理事長は、役員の選任後速やかに役員名簿を作成し、主たる事務所に５年間及び従たる事務所に

３年間備え置くものとする。 

 

第５章 理事会 

（理事会の決議事項）  

第19条 理事会で決定すべき法人の業務は、別表１のとおりとする。  

 

（報告事項）  

第20条 理事会へ報告すべき法人の業務は次のとおりとする。  

（１）理事長の職務の執行の状況  

（２）監督官庁が実施した検査又は調査の結果（改善指示がある場合は、その改善状況）  

（３）その他役員から報告を求められた事項  

 

（理事会の招集）  

第21条 理事会の招集は、次の招集事項を記載した書面により招集日の１週間前までに各理事及び各監事

に通知するものとする。 

（１）理事会の日時及び場所 

（２）議題 



２ 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経る

ことなく開催することができる。 

 

（理事会の運営） 

第22条 理事会に議長を置き、議長はその都度選任するものとする。 

２ 理事会の決議（特別決議を除く。）において、可否同数のときは、議長がこれを決するものとする。 

３ 理事会は、必要があるときは、職員等関係者の出席を求め、議案の内容等について説明させることが

できる。 

 

（議事録） 

第23条 理事会の議事録には、次の事項を記載するものとする。 

（１）理事会の日時及び場所（当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における当該出

席の方法を含む。） 

（２）社会福祉法施行規則第２条の１７第３項第２号に定める方法で招集されたときは、その旨 

（３）議事の経過の要領及びその結果 

（４）特別の利害関係を有する理事の氏名 

（５）社会福祉法施行規則第２条の１７第３項第５号に規定する意見又は発言の概要 

（６）出席した理事及び監事の氏名 

（７）議長の氏名 

（８）議事録を作成した理事の氏名 

２ 議長は、議事録の正確を期するため適当と認める職員に理事会の議事の経過及び結果を記録させるこ

とができる。 

３ 理事会の決議の省略の場合の議事録には、次の事項を記載するものとする。 

（１）理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

（２）前号の事項の提案をした者の氏名 

（３）理事会の決議があったものとみなされた日 

（４）議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

４ 理事会への報告の省略の場合の議事録には、次の事項を記載するものとする。 

（１）理事会への報告があったものとみなされた事項の内容 

（２）理事会への報告があったものとみなされた日 

（３）議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

５ 議事録は、理事会の日から１０年間主たる事務所に備え置くものとする。また、その写しを理事会の

日から５年間従たる事務所に備え置くものとする。 

 

第６章 決算・監査 

（資料の作成）  

第24条 理事長は、会計年度終了後概ね４５日以内に計算書類（貸借対照表及び収支計算書）、事業報告

及びこれらの附属明細書並びに財産目録を作成し、監事に提供するものとする。 

 

 （監事の監査）  

第25条 監事は、前条の資料を受領した日から４週間以内に、監査を実施し、理事長に対し、監査報告の

内容を通知しなければならない。 

 

 （監査報告の内容） 

第26条  前条の監査報告の内容は、次のとおりとする。 

（１）監査の日時及び場所 

（２）監査の方法及びその内容 

（３）計算書類及びその附属明細書が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重

要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 

（４）追記情報（会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象） 



（５）事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該社会福祉法人の状況を正しく示しているか

どうかについての意見 

（６）理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、

その事実 

（７）監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

（８）社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備（内部管理体制の整備）がある場合

において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由 

（９）監査報告を作成した日 

 

（備え置き） 

第27条 第24条の資料並びに監査報告は、理事会の承認を受け、定時評議員会の２週間前の日から５年

間主たる事務所に備え置くものとする。また、その写しを定時評議員会の２週間前の日から３年間従た

る事務所に備え置くものとする。 

 

（評議員への提供） 

第28条 理事長は、定時評議員会の招集通知に際して、評議員に対し、計算書類及び事業報告並びに監査

報告を提供するものとする。 

 

第７章 事務の専決 

（事務の専決）  

第29条 定款第24条の規定により理事長が専決することのできる事項は、別表２のとおりとする。 

２ 理事長が専決することのできる事項については、その一部を施設長の専決事項とすることができる。 

 

 （専決の報告）  

第30条 理事長又は施設長が専決を行った事項のうち、その内容が重要であると認められる事項について

は、理事長の自己の職務の執行の状況の報告の中で理事会に報告しなければならない。 

２ 施設長が専決を行った事項のうち、その内容が重要であると認められる事項については、速やかに理

事長に報告しなければならない。 

 

 

附 則 

この細則は、平成２２年１２月３日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、平成２５年２月４日から施行する。 

 

附 則  

この細則は、平成２９年４月１日から施行する。   

 

附 則 

この細則は、令和６年１２月１２日から施行する。 

 

 


